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 ４月２０日（木）、札幌地方裁判所に２０１５

年保護基準引き下げに対する第三次提訴を行い、

原告数が 153人となりました。新たに加わる４人

のうち３人が提訴後の記者会見で決意を述べま

したので、要旨を紹介します。 

 

 高坂千秋さん（５０才・札幌市西区） 

昭和６１年からホテルで働いていま

したが、家庭内のトラブルと過重労

働でウツ状態となり平成１４年の春

に退職しました。その後、入院、離婚、母との同

居、そしてギャンブル依存、自死行為、再入院を

繰り返し、平成１７年から生活保護を受けて一人

暮らしをしています。 

今は、精神障害者を支援する会の支援を受けて、

病状は安定し、規則正しい生活を送っています。

しかし、糖尿病と診断され、野菜や魚介類を多く

摂らなければなりませんが、保護費の減額のため

に苦労しています。衣類はリサイクルを買ってや

り繰りをしています。でも、かつてに比べて外食

もできなくなり、唯一の楽しみのカラオケも回数

を減らして月に一回行ければよい方です。 

 今の状態が続くと健康で文化的な生活を送る

ことが出来ません。せめて必要な食事が摂れるよ

うにして下さい。 

 

 

 

 

 

 

上野正之さん（４７才・札幌市北区） 

以前は東京や愛知で非正規で働い

ていました。平成２５年に解雇となり、

仕事に付けず所持金もわずかになった

ところで生活と健康を守る会に相談し、生活保護

を受けるようになりました。就労活動も続け、た

くさんの面接を受けましたが体調の事もあり、採

用されず、ようやくポスティングの仕事に付けま

した。今はスーパーでアルバイトをしており、一

ヶ月７万円の収入です。 

 生活保護を受けるようになってから、先ずタバ

コをやめました。食事や入浴の回数も減らし、外

出は徒歩か自転車にしています。頑張って節約し

ていますが、生活に余裕がありません。 

 一番の願いは斜里町にお墓詣りに行くことで

す。交通費と供物の費用を貯めて、お盆には行き

たいと思っていますが…。 

 

鈴木由夏さん（４５才・札幌市厚別

区） 平成 14 年に離婚し、現在、

２５才と２０才の娘と暮らしていま

す。長女が不登校となり、行き帰りの送迎などが

あり、当時は夜間の仕事をし、アルバイト料と児

童扶養手当で生活していました。しかし、私の二

度の手術、次女の中２からの入院生活で医療費の

負担が重くなったため、平成２６年２月から生活

保護を受けています。 

医療費がかからなくなった分、楽になりました

が、私の給与と長女のアルバイト代で不足分を生

活保護を受けています。この間の保護費の引き下

げ、加えて物価の高騰、次女の保険外入院費用の

増で家計は大変です。理油があるから生活保護に

頼らなければ生きていけないのに、そんな弱者を

更に苦しめる国の姿勢はこれで良いのでしょう

か。弱者の立場に立って考えてほしいです。 
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